
公共施設再編プラン案

～持続可能な東浦町の公共施設を目指して～
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１ 公共施設再編の基本方針

拠点形成による町民
サービスの向上

水害等の災害への
対応能力の向上

将来人口を見据えた
公共施設規模の実現



全町施設
（役場、文化センター、勤労福祉会館…など）

地区施設
（小学校、保育園、児童館、防災倉庫…など）

複合化
の方向性

【 ３本柱 】

①役場機能と消防・防災機能を複合
「役場の防災拠点化」

②学習交流機能と社会教育機能を複合
「施設間相互利用などの利便性向上」

③児童福祉・母子保健・福祉などの複合
「各種支援センターの一体利用」

各地区に設置されている機能を
できる限りまとめて拠点化

「多世代交流・多機能化による
利便性の向上、コミュニティ拠点の形成」

集約化
の方向性

原則として機能が重複する、又は同種機能がある場合は集約
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２ 複合化・集約化の方向性
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３ 各種意見（庁内意見） ①庁内意見・町民意見概要 

再編プラン案の検討に際し、複合化・集約化等に関して今までに以下の意見収集を実施しています。 

①所管課ヒアリング（庁内意見） 

全町 ・文化センター＋勤労福祉会館/＋福

祉センター（社会福祉協議会）＋高

齢者相談支援センター＋保健センタ

ー/＋ボランティアセンター/＋中央

図書館＋郷土資料館/＋役場 

・子育て支援センター＋保健センター 

＋なかよし学園 

地区 ・小学校＋児童クラブ※/＋防災倉庫 

・児童館＋コミュニティセンター＋老

人憩の家/＋ふれあいセンター 

・中学校＋保育園 

・小学校＋中学校 

対象：再配置計画の対象施設に係る所管課 

実施期間：２０２３年２月 

実施方法：事前アンケート及び対面ヒアリング 

  

②再配置検討プロジェクトチーム（庁内意見） 

全町 ・役場＋文化センター＋勤労福祉会

館 

＋福祉センター＋保健センター 

地区 ・小学校＋児童館＋保育園＋コミュ

ニティセンター＋老人憩の家 

・小学校＋中学校 

※地区による 

メンバー：公共施設及び都市計画、財政、防災を所管する

課の職員１８名 

実施時期：令和３年度に全６回 
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３ 各種意見（町民意見）

 ①庁内意見・町民意見概要 

再編プラン案の検討に際し、複合化・集約化等に関して今までに以下の意見収集を実施しています。 

① ひがしうら公共施設未来会議（町民意見） 

全町 ・役場＋文化センター＋子育て支援セ

ンター＋高齢者相談支援センター（各

種支援センター） 

地区 ・小学校・中学校＋中央図書館＋保育

園/＋児童館 

・児童館＋コミュニティセンター＋老人

憩の家/＋ふれあいセンター 

・小学校＋中学校 

メンバー：東浦町公共施設に関するアンケート調査対象者

に対しひがしうら公共施設未来会議への参加

を要請し、応募のあった方１４名及びスタッフ

（町職員）６名 

実施期間：第１回 令和４年１１月２７日（日） 

  

②町民アンケート（町民意見） 

全町 ・中央図書館＋資料館/＋文化センタ

ー/＋役場 

・文化センター＋勤労福祉会館/＋役

場 

・保健センター＋福祉センター/＋役場 

地区 ・小学校・中学校＋保育園/＋児童館 

＋子育て支援センター 

・小学校・中学校＋体育館 

・コミュニティセンター＋老人憩の家 

＋ふれあいセンター/＋児童館 

対象：１６歳以上の東浦町に在住の方を対象に無作為に

３，０００人を抽出 

実施期間：２０２２年９月１４日～２０２２年１０月１１日 

回答件数：９９５件（紙面４９２件、web５０３件） 

  

③地区別ヒアリング（町民意見） 

全町 ・東浦中学校＋町体育館 

地区 ・児童館＋老人憩の家 

（分けた方が良いという地区もあり）  

対象：東浦町６地区の区長及び副区長等 

実施期間：２０２２年８月３１日～２０２２年９月１２日 

実施方法：事前アンケート及び対面ヒアリング 
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４ 各拠点の考え方

全町拠点①

「役場を中心とした防災中枢拠点の整備」

東浦町役場 + 半田消防署東浦支署

敷地・配置の条件

○約12,300㎡以上の敷地が必要

○防災の拠点であるため、
ハザードエリア外に配置

○役場は都市機能誘導施設（※）のため、
都市機能誘導区域へ配置
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４ 各拠点の考え方
（※）都市機能誘導施設とは…
令和５年３月に策定された「東浦町立地適正化計画」
に位置付けられる都市機能誘導施設

これまで形成してきたコンパクトな市街地に
おいて適切な居住や都市機能の維持・誘導
を図り、持続可能な都市構造の形成を目指
すための計画

都市の機能を維持するために区域内に誘
導すべき施設

立地適正
化計画

都市機能
誘導施設

都市機能誘導施設に設定
「役場」「文化センター」「勤労福祉会館」「中央図書館」

▶ “都市機能誘導区域”へ配置
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４ 各拠点の考え方

全町拠点②

「貸館事業と社会教育事業連携による利便性向上、効率性向上」

文化センター + 勤労福祉会館 +
中央図書館 + 郷土資料館 +
東浦文化広場（はなのき会館）

敷地・配置の条件

○約11,500㎡以上の敷地が必要

○文化センター、勤労福祉会館、中央図書館
は都市機能誘導施設（※）のため、
都市機能誘導区域へ配置
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４ 各拠点の考え方

全町拠点③

「子ども家庭センターの設置含む各種支援センターの一体利用」

保健センター + 福祉センター +
なかよし学園 + 総合子育て支援センター +
総合ボランティアセンター +
高齢者相談支援センター

敷地・配置の条件

○約7,900㎡以上
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４ 各拠点の考え方

地区拠点

「できる限りまとめて拠点化すること
により“多世代交流”“多機能化”
による利便性向上」

小学校 + 保育園 + 児童館 + 老人憩の家 +
コミュニティセンター + ふれあいセンター +
消防団詰所 + 防災倉庫 + 中学校
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５ 候補地とプラン案
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防災拠点である役場及び消防
署支署がハザードエリア内の
配置となる為

NG！

案１
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案２
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案３


